
青年部通信
第14回通常総会を書面開催しました
　4月14日(火)正副部長立会いのもと、京丹後市商工会青年部第14回通常総会議
案決議を書面にて行いました。決議書面91枚、うち賛成91枚となり、過半数の賛成
決議を頂き全ての議案について承認されました。

承認された議案は下記のとおりです。
第1号議案　平成31年度（令和元年度）事業報告並びに収支決算承認の件
第2号議案　令和2年度会費賦課額並びに徴収方法決定の件
第3号議案　令和2年度事業計画並びに収支予算決定の件
第4号議案　任期満了に伴う役員改選の件

なお、役員改選の結果、新部長として谷口　輝(㈱丹後企画)が選任されました。

【新部長所信表明】
　私たちの青年部活動に際しま
して日頃から多大なるご支援ご
協力を賜りまして誠にありがと
うございます。
　中西前部長より引き継ぎを受
け令和２年度３年度と部長を務
めさせていただきます谷口輝と
申します。私たちは地域と密着
し、連携を取りながら京丹後の
活性化に微力ではありますが、
貢献できるようしっかりとこの
重みを受け止めながら務めさせ
ていただきます。
　私たちが出来る事は青年部活
動を通して京丹後を存分にア
ピールしていきながら、子供た

ちが夢を持てる街にする事だと
実感しております。青年部の中
だけではなく、同じ志をもって
活動をされている諸団体と協
力、連携を取り丹後一円が活発
で活気あふれる町にしたいで
す。そして激動の波に流される
事なく、事業所のさらなる繁栄
と個人としての能力向上、また、
青年部として進歩する時代を作
り上げる事を肝に銘じ、これか
らも邁進して参ります。
　最後になりましたが皆様の変
わらぬご支援、ご協力の程よろ
しくお願い申し上げご挨拶とさ
せて頂きます。

谷口　輝

　新型コロナウイルス蔓延による自粛の中、こんな時だからこそ明るい話題を提供したい
と峰山地区河川整備まちづくり促進協議会の呼びかけによる鯉のぼりの飾り付け活動に峰
山支部の部員が参加しました。小西川沿いの遊歩道「ゆめサンサンロード」に新型コロナウ
イルス感染防止のため、人と人との間隔をあけ、十分注意しながら
作業を行いました。

女性部員募集中私達と共に、女性部の活動に参加しませんか？商工会女性部事務局TEL：62-0342 FAX：62-3553

特別定額給付金申請に伴う
コピー機所有の事業所様へお願い

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急経済対策として、国民一人につき 

一律10万円を給付する特別定額給付金事業が、 このほど京丹後市でもはじまり

ました。

　申請にあたっては、 申請者（世帯主）本人確認書類(※1)と振込先金融機関口座

確認書類(※2)のコピーの添付が必要となります。

　ついては、 コピー機をお持ちの市内事業所様で、 市民の方からコピーの相談

があり利用が可能な場合は、 趣旨をご理解の上ご協力いただきたくお願いいた

します。

京丹後市役所
市　民　課

特別定額給付金に関する
お問い合わせは 

京丹後市より

※1 運転免許証、 マイナンバーカ ー ド、 健康保険証、 後期高齢者医療被保険者証、 年金手帳等

※2 預貯金通帳、 キャッシュカ ー ド等 （水道料、 住民税等、 児童手当等の引落口座へ振込の場合は不要）

☎0772-69-0210へ

コロナ関連 主な給付・融資等まとめ
名　　　称 主な支援内容など 申請・問合せ先など

区　　　  分 期　　限　　等 申請・お問合せ

給付
（国）

持続化
給付金

コロナウイルスの影響により売上が前
年同月比50%以上減少した、中堅企業、
中小企業、小規模事業者、フリーランス
を含む個人事業主対し、事業全般に広く
使える給付金を支給。

【申請】持続化給付金
ＨＰから申請
（https://www.jizokuka-kyufu.jp/）

中小企業（法人）最大200万円

個人事業主　最大100万円

問 持続化給付金事業
コールセンター

☎ 0120-115-570

受（5月・6月）全日
8時30分～19時00分

給付
（府）

休 業 要 請
対象事業者
支援給付金

緊急事態措置に伴い、施設の休止及び営
業時間の短縮の要請や協力依頼にご協
力いただいた中小企業、団体及び個人事
業主に対して支援給付金を支給。

【申請】郵送またはＨＰより

中小企業・団体：20万円

個 人 事 業 主：10万円 ☎ 075-706-1300

受 平日9時～17時

京都府休業要請対象
事業者支援給付金
コールセンター

送付先 /問

給付
（市）

税
猶予

休 業 要 請
対象事業者
支援給付金

京都府緊急事態措置に基づき、施設の使用制限
や営業時間の短縮等にご協力いただいた事業
者に対し支給する休業要請対象事業者支援給
付金が拡充されます。

2020年2月から納期限までの一定の期間（1か月以上）において、事業収入が減少（前
年同期比概ね20％以上）した場合、無担保＋延滞税なしで、1年間納税猶予

☎ 0772-69-0440

問 京丹後市 商工観光部
商工振興課

☎ 0772-69-0180

問 京丹後市
市民環境部 税務課

融資
（政府系）

名　　　称 主な支援内容など

新型コロナ
ウイルス
感染症
特別貸付

【ご利用いただける方】　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的
な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、
かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少
　している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のい
　ずれかと比較して5％以上減少している方 
　（1）過去3ヵ月（最近1ヵ月を含みます。）の平均売上高
　（2）令和元年12月の売上高
　（3）令和元年10月から12月の平均売上高
【融資限度額】 6,000万円
【返 済 期 間】 運転15年以内（うち据置5年以内）
　　　　　　 設備20年以内（うち据置5年以内）
【金　　　利】 3,000万円まで
　　　　　　 （当初3年間：基準金利-0.9%、4年目以降：基準金利）
　　　　　　 3,000万円超（基準金利）
【そ の 他】 一定条件に該当した場合、当初3年間が実質無利子

☎申込・問合せ先 日本政策金融公庫舞鶴支店 0773-75-2211

融資
（政府系）

新型コロナ
ウイルス対策
マル経

融資
（民間）

京都府
京都市
新型コロナ
ウイルス
感染症
対応資金

【ご利用いただける方】　新型コロナウイルス感染症の影響により、最近
1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少してい
る事業者
【融資限度額】 1,000万円(通常分とは別枠)
【返 済 期 間】 運転7年以内（うち据置4年以内）
　　　　　　 設備10年以内（うち据置3年以内）
【金　　　利】 経営改善利率 － 0.9％（当初3年間）
　　　　　　 経営改善利率（4年目以降）
【そ の 他】 一定条件に該当した場合、当初3年間が実質無利子

申込・問合せ先 当会 本所・各支所

相談先 京都銀行・京都北都信用金庫・但馬信用金庫など

セーフティ
ネット保証
4号、5号
または危機
関連保証の
市町村長の
認定を受け
た方

売上減少率 利　率 保証料 融資期間

個人事業主
売上高▲5％

融資限度額

3 千万円 10年以内
(据置5年以内)

無利子
(3年間) 負担無

小・中規模事業者
売上高▲15％

無利子
(3年間)

負担無

小・中規模事業者
売上高▲5％ 0.9％ 保証料

1/2

－ 0.9％ 0.85％

法人税、所得税、
消費税など

所轄の
税務署に申請

特例猶予は納期限までに申請が必要です。（注）法律の施行から２か月間
（令和2年6月30日まで）は納期限後であっても申請できます。

　　　　　  京都府の休業要請対象事業者支援給付金に上乗せし
市の独自支援として京都府と同額を支給。1法人又は1事業者
あたり定額
　　　　　   市の独自支援として、市内に複数の対象施設を有す
る事業者に対して、休業等要請にご協力いただいた施設（事業所）
単位で支給

4月30日（木）から2か月後、又は、納期限（納期限が
延長された場合は延長後の期限）のいずれか遅い日
までに申請。

市・府民税、
法人市民税、
固定資産税など

R2/3月 4月 前月比 前年同月値

売 上 額
採　　算
資金繰り
業　　況
売 上 額
採　　算
資金繰り
業　　況
売 上 額
採　　算
資金繰り
業　　況
売 上 額
採　　算
資金繰り
業　　況
売 上 額
採　　算
資金繰り
業　　況
売 上 額
採　　算
資金繰り
業　　況
売 上 額
採　　算
資金繰り
業　　況

売 上 額
採　　算
資金繰り
業　　況

地域経済動向調査『D . I』報告
▲44.6 ▲ 76.2 － 31.7 ▲ 5.0
▲ 45.5 ▲ 64.4 － 18.8 2.0
▲ 42.6 ▲ 55.4 － 12.9 2.0
▲ 70.3 ▲ 86.1 － 15.8 ▲ 19.8
▲ 22.7 ▲ 81.8 － 59.1 4.5
▲ 27.3 ▲ 63.6 － 36.4 18.2
▲ 27.3 ▲ 40.9 － 13.6 9.1
▲ 68.2 ▲ 90.9 － 22.7 ▲ 27.3
▲ 44.4 ▲ 66.7 － 22.2 ▲ 11.1
▲ 55.6 ▲ 66.7 － 11.1 11.1
▲ 77.8 ▲ 77.8 0.0 11.1
▲ 100.0 ▲ 100.0 0.0 ▲ 22.2
▲ 88.9 ▲ 88.9 0.0 22.2
▲ 77.8 ▲ 88.9 － 11.1 11.1
▲ 66.7 ▲ 77.8 － 11.1 0.0
▲ 77.8 ▲ 88.9 － 11.1 ▲ 22.2
20.0 ▲ 53.9 － 73.3 ▲ 6.7
13.3 ▲ 33.3 － 46.7 ▲ 13.3
▲ 6.7 ▲ 40.0 － 33.3 0.0
▲ 26.7 ▲ 53.3 － 26.7 ▲ 6.7
▲ 50.0 ▲ 50.0 0.0 ▲ 38.9
▲ 44.4 ▲ 27.8 16.7 ▲ 22.2
▲ 38.9 ▲ 27.8 11.1 ▲ 16.7
▲ 61.1 ▲ 77.8 － 16.7 ▲ 44.4
▲ 90.0 ▲ 100.0 － 10.0 10.0
▲ 90.0 ▲ 100.0 － 10.0 20.0
▲ 60.0 ▲ 80.0 － 20.0 20.0
▲ 100.0 ▲ 100.0 0.0 20.0
▲ 72.2 ▲ 100.0 － 27.8 0.0
▲ 72.2 ▲ 94.4 － 22.2 0.0
▲ 55.6 ▲ 77.8 － 22.2 0.0
▲ 83.3 ▲ 100.0 － 16.7 ▲ 16.7

産業全体

機械金属業

観 光 業

商　　業

サービス業

建 設 業

工　　業
（食品造業）

織 物 業

現行制度

拡充内容
中小企業者・団体：20万円 個人事業主：10万円

中小企業者・団体：20万円 個人事業主：10万円


